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介護保険事業所 御中 

 

岡山県国民健康保険団体連合会   

介 護 保 険 課     

 

 

介護給付費等の紙媒体による請求及びＯＣＲ用紙の取扱いについて 

 

本会の業務運営につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、平成２６年８月１５日付け老発０８１５第２号厚生労働省老健局長通知により、

介護給付費の請求は原則、伝送又は電子媒体による請求とされましたが、一部例外規定

が設けられ平成３０年４月以降も書面による請求を行う場合は、平成３０年３月３１日

までに免除届出書を提出していただくこととなりました。 

つきましては、書面での請求を希望される場合は、受付時の混乱をさけるため平成３

０年１月末までに御提出いただきますよう御協力をお願いいたします。 

また、今般の改正を受け、介護保険制度発足以来、書面での請求時に使用していただ

いた OCR用紙の使用を、平成３０年４月受付をもって終了させていただきます。平成

３０年５月提出（月遅れ分を含む）からは、請求省令で示された様式を使用して請求い

ただきますようお願いいたします。長年にわたり本会の受付業務に御協力いただきまし

て誠にありがとうございました。 

なお、本事務連絡は、審査結果を書面で通知させていただいている全事業所あてに送

付しております。既に手続きを済まされている場合は、再度の届出は不要であることを

申し添えさせていただきます。 

記 

１．免除届提出協力期限  平成３０年１月末 

２．各種様式の取得方法  岡山県国民健康保険団体連合会ホームページ 

            （http://okayama-kokuhoren.com/kaigokankei/kaigo） 

３．OCR使用期限    平成３０年４月提出分まで 

【連絡先】 

〒700-8568 

岡山市北区桑田町１７番５号 

岡山県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 TEL：086-223-8876 






